
日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集
拔
刷

二
〇
二
二
年
十
⺼
八
日
　
發
行

『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

近
藤
浩
之



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

三

　

問
題
の
所
在

馬
王
堆
漢
墓
出
土
帛
書
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
蘇
秦
に
關
す
る
諸
章
と
そ
の
內

容
に
つ
い
て
、
か
つ
て
筆
者
は
、「『
戰
國
縱
橫
家
書
』
に
見
え
る
蘇
秦
の
活
動
に

關
す
る
試
論
」（『
中
國
哲
學
』
第
三
十
二
號
、
二
〇
〇
四
年
三
⺼
、
17
〜
56
頁
、
以
下
、

拙
稿
「
試
論
」
と
略
稱
）、
お
よ
び
「『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
紀
事
本
末
案
」（『
中

國
哲
學
』
第
三
十
五
號
、
二
〇
〇
七
年
八
⺼
、
81
〜
115
頁
、
以
下
、
拙
稿
「
本
末
案
」
と

略
稱
）
を
發
表
し
て
、
蘇
秦
に
ま
つ
わ
る
出
來
事
の
經
緯
や
顛
末
を
論
じ
、
例
え

ば
第
四
章
の
「
善
し
と
す
る
所
」
と
は
樂
毅
に
ほ
か
な
る
ま
い
、
な
ど
と
い
う
幾

許
か
の
愚
案
を
呈
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
の
後
、
今
に
至
る
ま
で
の
閒
に
、
最
終
的
に
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
硏
究
を

總
括
し
た
觀
の
あ
る
、
重
要
な
硏
究
成
果
が
世
に
問
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大

西
克
也
・
大
櫛
敦
弘
著
『
戰
國
縱
橫
家
書
』（
馬
王
堆
出
土
文
獻
譯
㊟
叢
書
、
東
方
書

店
、
二
〇
一
五
年
）（
以
下
、「
大
西
・
大
櫛
書
」
と
略
稱
）
は
日
本
に
お
け
る
該
硏
究

の
集
大
成
で
あ
り
、
裘
錫
圭
主
編
『
長
沙
馬
王
堆
漢
墓

帛
集
成
』（
全
七
册
、
中

華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
の
う
ち
、『
壹
』
所
收
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
「
整
理
圖

版
」（
以
下
、「
整
理
圖
版
」
と
略
稱
）、『
參
』
所
收
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
「
釋
文

㊟
釋
」（
以
下
、「
釋
文
㊟
釋
」
と
略
稱
）、『
柒
』
所
收
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
「
原

始
圖
版
」
な
ど
は
、
長
い
年
⺼
を
經
て
馬
王
堆
漢
墓

帛
文
獻
を
整
理
し
て
き
た

中
國
の
硏
究
者
た
ち
の
總
意
と
最
終
的
な
整
理
報
吿
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

今
後
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
釋
文
と
し
て
、「
整
理
圖
版
」
に
基
づ
く
「
釋

文
㊟
釋
」
が
標
準
的
な
底
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
（
本
稿
で
も
こ
れ
を
底
本
と
す
る
）、

日
本
で
は
そ
の
訓
讀
や
口
語
譯
は
、「
大
西
・
大
櫛
書
」
が
標
準
的
な
も
の
と
し

て
依
據
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

１
）。「
大
西
・
大
櫛
書
」
や
「
釋
文
㊟
釋
」
の
お
か
げ
で
、

『
戰
國
縱
橫
家
書
』
は
以
歬
よ
り
も
正
し
く
讀
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
蘇
秦
の
活
躍
の
物
語
も
よ
り
具
對
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
十
數
年
歬
に
も
の
し
た
拙
稿
「
試
論
」
や
拙
稿
「
本
末
案
」
に
つ
い

て
も
、
修
正
す
べ
き
所
が
よ
り
朙
確
に
見
え
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
を
讀
み
解
く
た
め
の
諸
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
な
お
、
い
く
つ
か
の
（
見
方
に
よ
っ
て
は
相
當
多
く
の
）
重
要
な
問
題

が
殘
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
に
見
え
る
蘇
秦
の
發
信
し
た
書
信
、
就
中
、

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
蘇
秦
の
書
信
に
つ
い
て
再
檢
討
を
行
な
い
た
い
。

　
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
歬
三
章
（
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
）
は
、
蘇
秦
が
拘
留
さ

『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

　
　

�
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日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

四

章

冐
頭
句

唐
蘭
編
年

馬
雍
編
年

楊
寬
編
年

陳
平
編
年

本
稿
編
年
案
参
考

一

自
趙
獻
書
燕

王
曰

約
歬
二
八
八
初

歬
二
八
六
③

上
半
年

歬
二
八
九
③
歬
二
八
八

歬
二
八
九
末

②

二

使
韓
山
獻
書

燕
王
曰

約
歬
二
八
九

歬
二
八
六
②

上
半
年

歬
二
八
九
②
歬
二
八
九
②
歬
二
八
九
末

④

三

使
盛
慶
獻
書

於
燕
王
曰

約
歬
二
八
九

歬
二
八
六
①

初

歬
二
八
九
①
歬
二
八
九
①
歬
二
八
九
末

①
③

四

自
齊
獻
書
於

燕
王
曰

約
歬
二
八
八
冬

歬
二
八
六
④
歬
二
八
八

歬
二
八
八

歬
二
八
五

『
戰
國
策
』

燕
策
二

五

謂
燕
王
曰

約
歬
三
〇
八

こ
ろ

歬
三
〇
〇

歬
二
九
四

歬
三
〇
九

下
半
年

歬
二
八
九
末

⑤

『
史
記
』

蘇
秦
列
傳

『
戰
國
策
』

燕
策
一

六

自
粱
獻
書
於

燕
王
曰

歬
二
八
七

歬
二
八
七
②

上
半
年

歬
二
八
七
⑧
歬
二
八
七
②
歬
二
九
〇
／

二
八
九

七

自
粱
獻
書
於

燕
王
曰

約
歬
二
八
七
冬

歬
二
八
七
③

上
半
年

歬
二
八
七
⑥
歬
二
八
七
⑦
歬
二
八
六
②

八

謂
齊
王
曰

約
歬
二
八
七
冬

or

歬
二
八
六
春
歬
二
八
八
①
歬
二
八
七
①
歬
二
八
七
⑧
歬
二
八
六
①

九

謂
齊
王
曰

約
歬
二
九
〇

or

歬
二
八
九
初
歬
二
八
九
末
歬
二
九
〇

歬
二
九
〇

歬
二
八
九
末

⑥

一
〇

謂
齊
王

歬
二
八
七

歬
二
八
八
②
歬
二
八
七
⑦
歬
二
八
七
③
歬
二
八
九
末

⑦

一
一

自
勺
獻
書
於

齊
王
曰

歬
二
八
七

歬
二
八
七
⑤

秋
初

歬
二
八
七
②
歬
二
八
七
④

夏

歬
二
八
七
①

一
二

自
勺
獻
書
於

齊
王
曰

歬
二
八
七

歬
二
八
七
⑥

八
⺼
以
後

歬
二
八
七
④
歬
二
八
七
⑤
歬
二
八
七
③

一
三

乾

獻
書
於

齊
曰

歬
二
八
七

歬
二
八
七
④
歬
二
八
七
⑤
歬
二
八
七
⑥
歬
二
八
七
②

一
四

謂
齊
王
曰

歬
二
八
七

歬
二
八
七
①

上
半
年

歬
二
八
七
③
歬
二
八
七
①
歬
二
八
八

一
七

胃
起
賈
曰

歬
二
八
四

歬
二
八
四
春
歬
二
八
五
③
歬
二
八
四

歬
二
八
四
①

二
〇

胃
燕
王
曰

戰
國
末
の
擬
作

歬
二
八
八

下
半
年

歬
二
八
五
②
歬
二
八
七
⑨
歬
二
八
九
末

⑤

『
史
記
』

蘇
秦
列
傳

『
戰
國
策
』

燕
策
一

二
一

獻
書
趙
王

歬
二
八
五

歬
二
八
三

歬
二
八
五
①
歬
二
八
五

歬
二
八
四
②
『
史
記
』

趙
世
家

『
戰
國
策
』

趙
策
一

二
二

齊
宋
攻
魏

歬
三
一
二

歬
三
一
二

歬
三
一
二

歬
三
一
二

歬
三
一
二

『
史
記
』

田
敬
仲
完

れ
て
い
た
趙
か
ら
燕
昭
王
に
宛
て
た
一
連
の
書
信
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
主
に
次
の
三
點
に
な
る
。

　

一
、
第
三
章
が
、
實
は
歬
半
と
後
半
と
（
發
信
時
朞
の
異
な
る
）
二
つ
の
書
信
か

ら
成
る
こ
と
を
示
す
。

　

二
、
蘇
秦
が
趙
か
ら
燕
昭
王
に
宛
て
た
書
信
（
第
一
〜
三
章
）
の
妥
當
な
順
序
は
、

第
三
章
歬
半
→
第
一
章
→
第
三
章
後
半
→
第
二
章
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

三
、
第
六
章
の
位
置
づ
け
（
お
よ
び
齊
の
第
一
次
伐
宋
時
朞
）
に
つ
い
て
、
從
來

と
は
異
な
る
編
年
の
可
能
性
を
示
す（

２
）。

　

以
上
の
三
點
を
示
す
こ
と
が
本
稿
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
が
、
參
考
ま
で
に
、

か
つ
て
拙
稿
「
本
末
案
」
で
提
示
し
た
「『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
一
〜
十
四
章
、

第
十
七
章
、
第
二
十
〜
二
十
二
章
の
編
年
一
覽
表
」
を
、
改
め
て
修
正
し
て
示
し

て
お
く
。

『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
一
～
十
四
章
、
第
十
七
章
、
第
二
十
～
二
十
二
章
の

編
年
一
覽
表

【
說
朙
】
本
表
は
、
蘇
秦
に
關
わ
る
章
の
み
に
つ
い
て
、
各
硏
究
者
の
編
年
の
見
解
を
一
覽

に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
唐
蘭
編
年
」
は
唐
蘭
「
司
馬
遷
所
沒
㊒
見
過
的
珍
貴
史
料

―
長

沙
馬
王
堆
帛
書
《
戰
國
縱
橫
家
書
》」
に
據
り
、「
馬
雍
編
年
」
は
馬
雍
「
帛
書
『
戰
國
縱

橫
家
書
』
各
篇
的
年
代
和
歷
史
背
景
」
に
據
り
、「
楊
寬
編
年
」
は
楊
寬
『
戰
國
史
料
編
年

輯
證
』
に
據
り
、「
陳
平
編
年
」
は
陳
平
『
燕
史
紀
事
編
年
會
按
』
に
據
る（
３
）。

①
②
③
…
…

の
數
字
は
、
同
一
年
內
に
お
け
る
順
序
を
示
す
。（
以
下
、「
編
年
一
覽
表
」
と
略
稱
す
る
。）



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

五

『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
一
部
分
と
り
わ
け
歬
三
章
が
、
一
連
の
書
信
と
い
う
表
現

形
式
（
よ
り
具
對
的
で
生
々
し
い
臨
場
感
を
持
つ
形
と
も
言
え
る
）
に
よ
っ
て
、
ど
の

よ
う
な
蘇
秦
の
活
躍
を
筋
書
き
し
、
ど
の
よ
う
な
蘇
秦
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
た

の
か
、
そ
の
蘇
秦
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
忠
實
に
復
元
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

秦
昭
王
十
九
年
（
前
二
八
九
年
十
⺼
～
前
二
八
八
年
九
⺼
）

と
い
う
基
點

　
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
蘇
秦
は
秦
昭
王
十
九
年
（
一
般
に
は
歬
二

八
八
年
と
さ
れ
る
）
歬
後
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
秦
昭
王
十
九
年
は
、

蘇
秦
の
活
動
に
關
わ
る
出
來
事
の
先
後
關
係
を
分
析
す
る
た
め
に
、
基
點
（
基
準

年
）
と
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
年
で
あ
る
。
そ
の
年
の
歬
半
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「
東
西
稱
帝
」
の
策
謀
（
秦
が
西
帝
を
稱
し
、
齊
が
東
帝
を
稱
し
、
兩
國
が
手
を
結
び
趙

を
攻
め
よ
う
と
す
る
策
謀
）
が
あ
り
、
そ
の
年
の
後
半
に
は
、「
五
和
入
秦
」（
五
國

が
合
縱
し
て
秦
を
攻
め
る
こ
と
）
へ
と
情
勢
が
急
轉
す
る（
５
）。
た
だ
し
、
誤
解
を
生
じ

や
す
い
年
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
秦
昭
王
十
九
年
の
嚴
密
な
範
圍
と
意
味
を
說

朙
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

６
）。

　

藤
田
勝
久
氏
が
指
摘
す
る
如
く
、
周
家
臺
秦
墓
の
「
曆
譜
」
や
里
耶
楚

の

紀
年
㊮
料
に
は
、
秦
代
の
秦
曆
の
原
理
が
示
さ
れ
て
お
り
（
復
元
も
可
能
と
な
り
）、

十
⺼
を
歲
首
と
し
て
閏
⺼
を
後
九
⺼
と
し
て
い
る
（
藤
田
勝
久
『
史
記
戰
國
列
傳
の

硏
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
８
〜
10
頁
）。
例
え
ば
周
家
臺
三
〇
號
秦
墓
の

「
曆
譜
」
で
、
秦
始
皇
帝
三
十
四
年
（
歬
二
一
三
）
の
竹

「
曆
譜
」（
一
〜
六
四

）

は
、
次
の
よ
う
な
形
式
を
示
し
て
い
る
。

〔
十
⺼
戊
戌
〕　
〔
十
二
⺼
丁
酉
〕　

二
⺼
丙
申　

四
⺼
乙
未　

六
⺼
甲
午　

八
⺼
癸
巳

十
一
⺼
丁
卯　

正
⺼
〔
丙
寅
〕　

三
⺼
乙
丑　

五
⺼
甲
子　

七
⺼
癸
亥　

　

こ
れ
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
全
二
十
七
章
の
う
ち
、
蘇
秦
の
事
績
に
關
係
の

あ
る
も
の
（
第
一
〜
十
四
章
、
第
十
七
章
、
第
二
十
〜
二
十
二
章
）
の
み
編
年
し
て
い

る
。
各
硏
究
者
の
年
代
推
定
に
お
け
る
一
、
二
年
の
ズ
レ
は
あ
ま
り
氣
に
し
な
く

て
よ
い
が
、
重
要
な
の
は
年
代
で
は
な
く
、
そ
の
順
序
で
あ
る
。
蘇
秦
書
信
の
內

容
を
理
解
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
の
は
、
各
出
來
事
の
先
後
關
係
や
因
果
關
係

で
あ
る
。「
大
西
・
大
櫛
書
」（
解
題
、
７
頁
）
に
言
う
よ
う
に
、
と
り
わ
け
第
一

部
分
（
第
一
〜
十
四
章
）
の
各
章
は
「
相
互
に
密
接
に
關
連
す
る
た
め
に
、
そ
こ

で
の
編
年
の
微
妙
な
差
異
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歬
後
關
係
、
ひ
い
て
は
全
體
の
理
解

に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
密

接
に
絡
み
合
う
各
章
の
出
來
事
記
述
の
先
後
ま
た
は
同
時
朞
な
ど
の
、
順
序
關
係

を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
全
體
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
必
須
な

の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
は
じ
め
て
よ
り
正
確
な
年
代
推
定
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
。

　

本
稿
で
は
、
各
出
來
事
の
先
後
關
係
や
因
果
關
係
の
證
朙
は
、
主
に
『
戰
國

縱
橫
家
書
』
各
章
相
互
の
整
合
性
だ
け
を
根
據
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

『
史
記
』
や
『
戰
國
策
』
の
年
表
や
記
述
と
無
理
に
摺
り
合
わ
せ
る
よ
う
な
矛
盾

の
解
消
は
し
な
い
。
筆
者
は
、
あ
え
て
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
の
中
だ
け
で
整
合
性

を
取
り
出
來
事
の
順
序
を
示
す
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
先
後
關
係

の
整
合
性
を
考
え
る
た
め
の
重
要
な
指
標
が
「
今
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
本
稿

で
考
察
す
る
第
一
部
分
（
第
一
〜
十
四
章
）
の
各
章
は
、
唯
一
の
例
外
の
第
五
章

が
（
燕
王
と
蘇
秦
と
の
）
對
話
で
あ
る
以
外
は
、
書

文
（
書
信
）
で
あ
る
と
見
て

よ
い
（「
大
西
・
大
櫛
書
」
解
題
、
10
頁
參
照
）。
そ
れ
ら
書
信
の
中
に
現
れ
る
「
今
」

は
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
「
書
信
を
發
す
る
今
」
現
時
點
の
事
柄
を
表
す
重
要
な
指

標
で
あ
る（

４
）。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
「
今
」
に
關
わ
る
記
述
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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稱
帝
」
の
策
謀
は
同
年
十
⺼
〜
十
二
⺼
の
（
足
か
け
三
ヶ
⺼
の
う
ち
）
二
ヶ
⺼
閒
で

瓦
解
す
る
。
も
し
そ
れ
が
事
實
な
ら
ば
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
四
章
に
見
え
る
、

齊
と
趙
と
が
阿
で
遇
（
會
盟
）
し
て
「
秦
を
功
（
攻
）
め
帝
を
去
る
」
こ
と
を
約

し
た
と
い
う
出
來
事
は
、
十
二
⺼
の
事
と
し
て
限
定
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
の
十

⺼
〜
十
二
⺼
は
、
我
々
の
感
覺
で
は
歬
二
八
九
年
末
で
あ
る
が
、
秦
曆
は
十
⺼
が

年
始
の
た
め
、
す
で
に
歬
二
八
八
年
初
の
こ
と
と
な
る（

７
）。

　

再
度
强
調
し
て
お
く
が
秦
昭
王
十
九
年
初
、
齊
の
曆
（
夏
正
、
正
⺼
が
年
始
）
で

は
歬
二
八
九
年
末
十
⺼
〜
十
二
⺼
、
秦
の
曆
（
顓
頊
曆
、
十
⺼
が
年
始
）
で
は
歬
二

八
八
年
初
十
⺼
〜
十
二
⺼
に
、
秦
相
魏
冉
が
自
ら
齊
に
赴
き
、
秦
が
西
帝
を
稱
し
、

齊
が
東
帝
を
稱
し
、
兩
帝
の
主
導
で
五
國
が
連
合
し
て
趙
を
亡
ぼ
し
、
五
國
で
趙

の
地
を
三
分
す
る
と
い
う
壯
大
な
策
略
を
提
案
す
る
。
も
し
も
こ
の
策
略
を
齊
が

受
け
入
れ
て
、
齊
・
趙
の
關
係
が
惡
化
し
た
と
し
て
も
、
秦
・
齊
に
よ
っ
て
趙
が

亡
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
、
し
か
も
齊
が
よ
り
强
大
に
な
る
よ
う
で
は
、
燕
が
齊
に
勝

て
る
見
込
み
は
永
遠
に
消
滅
す
る
。
燕
が
齊
に
勝
つ
に
は
、
ど
う
し
て
も
趙
と
共

同
で
齊
を
攻
め
る
狀
況
を
作
り
だ
さ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
蘇
秦
に
と
っ
て
、
趙

は
そ
の
た
め
だ
け
に
存
在
意
義
が
あ
る
。『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
三
章
に
「
齊
勺

（
趙
）
循
善
、
燕
之
大
過
（
禍
）。
…
…
勺
（
趙
）
非
可
與
功
（
攻
）
齊
也
、
無
所

用
。」（
齊
・
勺
（
趙
）
循
善
な
る
は
、
燕
の
大
過
（
禍
）
な
り
。
…
…
勺
（
趙
）
は
與
に

齊
を
功
（
攻
）
む
可
き
に
非
ざ
れ
ば
、
用
ふ
る
所
無
し
。）
と
云
う
の
は
、
そ
の
こ
と
を

如
實
に
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
蘇
秦
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
か

し
、
事
こ
こ
に
及
ん
で
、
蘇
秦
も
迷
い
、
同
第
三
章
に
「
將
養
勺
（
趙
）
而
美
之

齊
乎
、
害
於
燕
。
惡
之
齊
乎
、
奉
陽
君
怨
臣
。
臣
將
何
處
焉
。
臣
以
齊
善
勺
（
趙
）、

必
容
焉
、
以
爲
不
利
國
故
也
。」（
將は

た
勺
（
趙
）
を
養
ひ
て
之
れ
を
齊
に
美よ

く
せ
ん
乎
、

燕
に
害
あ
ら
ん
。
之
れ
を
齊
に
惡あ

し
く
せ
ん
乎
、
奉
陽
君
、
臣
を
怨
ま
ん
。
臣
、
將
た
何

れ
に
處
ら
ん
。
臣
、
齊
を
以
て
勺
（
趙
）
に
善
く
せ
ば
、
必
ず
容
れ
ら
れ
ん
も
、
國
に
利

九
⺼
癸
亥　

後
九
⺼
大
、
癸
巳

　

さ
ら
に
藤
田
氏
が
指
摘
す
る
如
く
、『
史
記
』
の
戰
國
紀
年
は
少
な
く
と
も
秦

紀
年
を
基
準
と
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
『
史
記
』
六
國
年
表
は
（
そ
の
序
文
で
司

馬
遷
が
「
秦
記
」
を
利
用
し
た
と
い
う
通
り
）、
秦
紀
年
に
見
え
る
秦
と
各
國
と
の
關

連
記
事
を
、
各
國
の
表
に
分
散
し
た
特
徵
を
も
つ
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
史
記
』
六
國
年
表
に
よ
っ
て
具
體
的
に
、
件
の

秦
昭
王
十
九
年
（
と
そ
の
歬
後
）
の
記
事
を
確
認
し
、
こ
の
表
が
十
⺼
を
歲
首
と

す
る
秦
曆
に
基
づ
く
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
補
正
さ
れ
る
。

秦
昭
王

魏
昭
王

韓
釐
王

趙
惠
文
王
楚
傾
襄
王

燕
昭
王

齊
湣
王

歬
二
八
九

正
⺼
―
九
⺼

十
八

客
卿
錯
擊

魏
、
至
軹
、

取
城
大
小

六
十
一
。

七秦
擊
我
、

取
城
大
小

六
十
一
。

七

十

十

二
十
三

三
十
五

歬
二
八
九

十
⺼
―
十
二

⺼

十
九

十
⺼
爲
帝
、

十
二
⺼
復

爲
王
。

七

七

十秦
拔
我
桂

陽
。

十
一

二
十
三

三
十
五

爲
東
帝
二

⺼
、
復
爲

王
。

歬
二
八
八

正
⺼
―
九
⺼
十
九

任
鄙
卒
。
八

八

十
一

十
一

二
十
四

三
十
六

歬
二
八
八

十
⺼
―
十
二

⺼

二
十

八

八

十
一

十
二

二
十
四

三
十
六

秦

魏

韓

趙

楚

燕

齊

　
『
史
記
』
秦
本
紀
に
「（
昭
王
）
十
九
年
、
王
爲
西
帝
、
齊
爲
東
帝
、
皆
復
去

之
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
六
國
年
表
の
秦
昭
王
十
九
年
に
「
十
⺼
爲
帝
、
十
二
⺼

復
爲
王
。」（
齊
表
に
「
爲
東
帝
二
⺼
、
復
爲
王
。」）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
東
西



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

七

⑤
使
韓
山
獻
書
燕
王
曰
、
①
臣
使
慶
報
之
後
、
徐
爲
之
與
臣
言
甚
惡
。

死
亦
大
物
已
、
不
快
於
心
而
死
、
臣
甚
難
之
。
故
②
臣
使
辛
謁
大
〈
去
〉
之
。

③
王
使
慶
謂
臣
、「
不
利
於
國
、
且
我
夏
〈
憂
〉
之
。」
臣
爲
此
未
敢
去
之
。

④
王
之
賜
使
使
孫
與
弘
來
、
甚
善
已
。
言
臣
之
後
、
奉
陽
君
徐
爲
之
視
臣
益

善
、
㊒
遣
臣
之
語
矣
。

今
⑤
齊
王
使
李
終
之
勺
（
趙
）、
怒
於
勺
（
趙
）
之
止
臣
也
。
且
吿
奉
陽
君
、

相
橋
於
宋
、
與
宋
通
關
。

⑤
奉
陽
君
甚
怒
於
齊
、
使
勺
（
趙
）
足
問
之
臣
、
臣
對
以
弗
知
也
。

臣
之
所
患
、
齊
勺
（
趙
）
之
惡
日
益
、
奉
陽
君
盡
以
爲
臣
罪
。
恐
久
而
後
不

可
□
救
也
。

齊
王
之
言
臣
、
反
不
如
已
。

願
王
之
使
人
反
復
言
臣
、
必
毋
使
臣
久
於
勺
（
趙
）
也
。

韓
山
を
使
は
し
て
書
を
燕
王
に
獻
ぜ
し
め
て
曰
く
、
臣 

慶
を
使
は
し
て
報
ぜ
し
む
る

の
後
、
徐
爲
の
臣
と
言
ふ
こ
と
、
甚
だ
惡
し
。
死
も
亦
た
大
物
な
る
の
み
、
心
に
快

か
ら
ず
し
て
死
す
る
は
、
臣 

甚
だ
之
を
難
し
と
す
。
故
に
臣
は
辛
を
使
は
し
て
之こ

こ

を

大
〈
去
〉
ら
ん
こ
と
を
謁こ

ふ
。
王 

慶
を
使
は
し
て
臣
に
「
國
に
利
あ
ら
ず
、
且
つ
我 

之
を
夏
（
憂
）
ふ
。」
と
謂
ふ
。
臣 

此
れ
が
爲
に
未
だ
敢
へ
て
之こ

こ

を
去
ら
ず
。
王
の

使
を
賜
り
、
使
孫
と
弘
と
を
來
ら
し
む
る
は
甚
だ
善
し
。
臣
を
言
ふ
の
後
、
奉
陽
君
・

徐
爲
の
臣
を
視
る
こ
と
、
益

ま
す
ま
す

善
く
、
臣
を
遣や

る
の
語
㊒
り
。
今
、
齊
王 

李
終
を
使

は
し
て
勺
（
趙
）
に
之
か
し
め
、
勺
（
趙
）
の
臣
を
止
む
る
を
怒
り
、
且
つ
奉
陽
君

に
、
橋
を
宋
に
相
た
ら
し
め
、
宋
と
關
を
通
ず
る
を
吿
ぐ
。
奉
陽
君
、
甚
だ
齊
に
怒

り
、
勺
（
趙
）
足
を
し
て
之
を
臣
に
問
は
し
む
る
に
、
臣
は
對
ふ
る
に
知
ら
ざ
る
を

以
て
す
る
な
り
。
臣
の
患
ふ
る
所
は
、
齊 

勺
（
趙
）
を
こ
れ
惡
む
や
日
に
益
す
こ
と
、

奉
陽
君 

盡
く
以
て
臣
の
罪
と
爲
す
。
久
し
く
し
て
後
は
□
救
ふ
可
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と

を
恐
る
る
な
り
。
齊
王
の
臣
を
言
ふ
は
、
反
り
て
已
む
に
如
か
ず
。
願
は
く
は
、
王

あ
ら
ず
と
以を

爲も

ふ
が
故
な
り
。）
と
云
う
。
そ
れ
で
も
結
局
は
、
同
第
三
章
に
「
齊

勺
（
趙
）
不
惡
、
國
不
可
得
而
安
、
功
不
可
得
而
成
也
。
齊
趙
之
惡
從
已
、
願
王

之
定
慮
而
羽
鑽
臣
也
。」（
齊
・
勺
（
趙
）
惡
ま
ざ
れ
ば
、
國 

得
て
安
ん
ず
可
か
ら
ず
、

功 

得
て
成
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
齊 

趙
を
之
れ
惡
む
こ
と
は
從

ほ
し
い
ま
ま

な
る
の
み（
８
）、願
は
く
は
、

王
の
慮
を
定
め
て
臣
を
羽
鑽
せ
ん
こ
と
を
。）
と
云
い
、
齊
趙
關
係
を
惡
化
さ
せ
る
こ

と
を
選
ぶ
。
た
だ
し
、
同
第
三
章
に
「
勺
（
趙
）
止
臣
而
它
人
取
齊
、
必
害
於
燕
。

臣
止
於
勺
（
趙
）
而
侍
（
待
）
其
魚
肉
。
臣
□
不
利
於
身
。」（
勺
（
趙
） 

臣
を
止
め
て
、

它
人 

齊
を
取
れ
ば
、
必
ず
燕
に
害
あ
ら
ん
。
臣 

勺
（
趙
）
に
止
め
ら
れ
て
其
の
魚
肉
を
侍

（
待
）
つ
。
臣
□
身
に
利
あ
ら
ず
。）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
、
蘇
秦
は
趙
で
足
止

め
さ
れ
て
（
拘
留
さ
れ
て
）、
身
動
き
が
取
れ
な
い
で
い
る
。
趙
で
の
拘
留
か
ら
解

放
さ
れ
る
直
歬
ま
で
の
經
緯
を
物
語
る
の
が
第
三
章
を
は
じ
め
第
一
章
、
第
二
章

の
書
信
で
あ
る
。

第
二
章
の
再
檢
討

　

さ
て
、
第
一
章
・
第
二
章
・
第
三
章
は
、
い
ず
れ
も
趙
で
拘
留
狀
態
に
あ
っ
た

蘇
秦
か
ら
燕
王
に
宛
て
た
一
連
の
書
信
で
あ
る
が
、
各
章
書
信
の
先
後
關
係
に
つ

い
て
は
、
單
純
に
章
の
順
番
の
通
り
で
は
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
各
章
の
文
脈

か
ら
推
測
す
る
に
、
妥
當
な
の
は
主
に
《
第
三
→
二
→
一
章
と
い
う
順
序
》
と
、

《
第
三
→
一
→
二
章
と
い
う
順
序
》
と
の
二
通
り
の
案
の
ど
ち
ら
か
に
絞
ら
れ
る

が
、
筆
者
は
後
者
の
方
が
よ
り
妥
當
で
あ
る
と
考
え
る
（「
編
年
一
覽
表
」
を
參
照
）。

以
下
に
そ
の
根
據
を
說
朙
す
る
。

　

最
も
重
要
な
根
據
は
、
第
二
章
が
一
連
の
三
つ
の
書
信
の
最
後
に
位
置
し
て
、

そ
れ
ま
で
の
燕
王
と
の
や
り
と
り
を
總
括
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
の
文
章
を
書
信
の
徃
來
な
ど
を
區
別
し
て
改
行
し
な
が
ら
次
に
示
す
。

（
二　

蘇
秦
使
韓
山
獻
書
燕
王
章
）
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八

を
發
す
る
今
現
時
點
を
表
す
重
要
な
指
標
）
で
あ
る
の
に
、
同
じ
齊
王
が
、
同
じ
「
宋

竅
」
と
い
う
傳
逹
者
に
よ
っ
て
、
別
々
の
內
容
（
歬
半
は
奉
陽
君
か
ら
の
要
請
・
忠

吿
・
交
涉
の
事
、
後
半
は
蘇
秦
を
齊
に
召
還
す
る
事
）
を
言
っ
て
來
て
い
る
。
他
の
章

を
見
る
か
ぎ
り
、
同
じ
傳
逹
者
が
別
々
の
事
柄
を
「
今
」
同
時
に
も
た
ら
す
よ

う
な
狀
況
は
、
あ
り
得
な
い
。
同
じ
「
今
」
の
時
點
で
假
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
謂
臣
曰
、
…
…
又
詔
臣
曰
、
…
…
」
と
し
て
、
別
の
情
報
を
追
加
す
る
書
き
方

を
す
る
だ
ろ
う
。
同
じ
一
つ
の
書
信
に
「
今
①
齊
王
使
宋
竅
謂
臣
曰
」
と
「
今

③
【
齊
】
王
使
宋
竅
詔
臣
曰
」
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
不
自
然
だ

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
話
の
內
容
か
ら
も（

（1
（

、
も
と
歬
半
と
後
半
と
二
つ
の
書
信

で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
第
三
章
の
歬
半
と

後
半
と
を
別
の
時
點
（
歬
半
が
①
、
後
半
が
③
）
と
し
て
分
け
て
分
析
す
る
。（
▼
は
、

①
よ
り
も
さ
ら
に
歬
の
時
點
を
示
す
。）

（
三　

蘇
秦
使
盛
慶
獻
書
燕
王
章
の
歬
半
）

・
①
使
盛
慶
獻
書
於
【
燕
王
曰
】、
□
□
□
□
雖
未
功
（
攻
）
齊
、
事
必
美
者
、

以
齊
之
任
臣
、
以
不
功
（
攻
）
宋
、欲　
　
　
　
　
　

以　
　

、

勺
（
趙
）
以
（
已
）
用
薛
公
・
徐
爲
之
謀　

、
故
齊
【
趙
】
相
倍
（
背
）
也
。

今
①
齊
王
使
宋
竅
謂
臣
曰
、「
▼
奉
陽
君
使
周
納
吿
寡
人
曰
、『
燕
王
請
毋
任

蘇
秦
以
事
』、
信
【
乎
。
又（

（（
（

】（
筆
者
推
測
）
▼
奉
陽
君
使
周
納
言
之
曰
、『
欲

謀
齊
』、
寡
人
弗
信
也
。
▼
周
納
言
、『
燕
勺
（
趙
）
循
善
矣
、
皆
不
任
子
以

事
。』
▼
奉
陽
【
君
】【
又
（
㊒
）
說
】（
筆
者
推
測
）
丹
若
得
也
。
曰
、『
笥

〈
苟
〉
毋
任
子
、
講
、
請
以
齊
爲
上
交
。
天
下
㊒
謀
齊
者
請
功
（
攻
）
之
。』」

（
三　

蘇
秦
使
盛
慶
獻
書
燕
王
章
の
後
半
）

【
・
③
使
盛
慶
獻
書
於
燕
王
曰
】（
筆
者
推
測
）、
蘇
脩
在
齊（
（1
（

、
使
【
諸
可
以
惡

齊
勺
（
趙
）
者
將
】（
筆
者
推
測
）
予
齊
勺
（
趙
）
矣
。
今
③
【
齊
】
王
使
宋

竅
詔
臣
曰
、「
魚
（
吾
）
將
與
子
□
㊒
謀
也
。」
臣
之
所
見
於
【
奉
陽
君
】（
筆

の
人
を
使
は
し
て
反
復
し
て
臣
を
言
ひ
、
必
ず
臣
を
し
て
勺
（
趙
）
に
久
し
く
せ
し

む
る
毋
き
を
。

　

こ
の
章
に
見
え
る
各
書
信
の
徃
來
を
、
時
系
列
の
順
に
抽
出
し
て
示
せ
ば
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

凢
例
：「
順
番
號
」「
發
信
者
」
→
「（《
傳
逹
者
》）」
→
「
受
信
者
」

①
「
臣
」
蘇
秦
→
（《
盛
慶
》）
→
燕
王
（
※
第
三
章
書
信
の
發
信
）

②
「
臣
」
蘇
秦
→
（《
辛
》）
→
燕
王
（
※
趙
を
去
る
こ
と
を
謁
う
）

③
燕
王
→
（《
盛
慶
》）
→
「
臣
」
蘇
秦
（
※
趙
を
去
る
こ
と
は
「
不
利
於
國
」）

④
燕
王
→
（《
使
孫
と
趙
弘
》）
→
奉
陽
君
・
徐
爲
（
※
臣
の
こ
と
で
口
𣷹
え
）

⑤
齊
王
→
（《
李
終
》）
→
趙
王
・
奉
陽
君
（
※
齊
宋
の
同
盟
國
化
を
吿
げ
る
）

⑤
奉
陽
君
→
（《
趙
足
》）
→
「
臣
」
蘇
秦
（
※
臣
の
責
任
を
問
う
）

⑤
「
臣
」
蘇
秦
→
（《
韓
山
》）
→
燕
王
（
※
第
二
章
書
信
の
發
信
）

　

こ
こ
に
示
し
た
①
か
ら
⑤
ま
で
の
時
點
が
、
第
三
章
や
第
一
章
の
ど
の
記
述
と

對
應
す
る
か
確
認
し
て
み
よ
う
。
再
度
、
强
調
し
て
お
く
が
、
第
三
・
一
・
二
章

の
書
信
は
、
わ
ず
か
二
ヶ
⺼
程
度
の
朞
閒（

９
（に
燕
王
と
蘇
秦
の
閒
で
交
わ
さ
れ
た
書

信
で
あ
り
、「
相
互
に
密
接
に
關
連
す
る
」
對
應
關
係
が
存
在
す
る
と
見
な
せ
る
。

第
三
章
の
再
檢
討

　

第
一
章
よ
り
も
先
に
第
三
章
の
方
か
ら
檢
討
す
る
が
、
實
は
こ
の
章
は
、
本

來
、
二
つ
の
章
で
あ
っ
た
も
の
が
（
お
そ
ら
く
同
じ
「
使
盛
慶
獻
書
燕
王
曰
」
が
冠
さ

れ
て
い
た
た
め
に
）
合
し
て
一
つ
の
章
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
根
據
は
、「
蘇
脩
在
齊
」
の
歬
と
そ
れ
以
降
と
の
閒
で
文
脈
が
切
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
時
點
の
話
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
朙
確
な
證
據
と
し
て
、
歬
半
に

も
「
今
①
齊
王
使
宋
竅
謂
臣
曰
」
と
あ
り
、
後
半
に
も
「
今
③
【
齊
】
王
使
宋
竅

詔
臣
曰
」
と
あ
り
、
ど
ち
ら
も
同
じ
「
今
」（『
戰
國
縱
橫
家
書
』
に
お
い
て
は
書
信



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

九

を
以
て
す
る
毋
き
を
請
ふ
』
と
。
信
な
る
【
か
。
又
た
】
奉
陽
君
、
周
納
を
使
は
し

て
之
を
言
ひ
て
曰
く
、『［
蘇
秦
は
］
齊
を
謀
ら
ん
と
欲
す
』
と
。
寡
人�

信
ぜ
ざ
る
な

り
。
周
納
の
言
ふ
、『
燕
・
勺
（
趙
）
の
循
善
た
る
は
、
皆
子
に
任
ず
る
に
事
を
以
て

せ
ざ
れ
ば
な
り
』
と
。
奉
陽
【
君
】�

丹
若も

し
く
は
得
に
【
說
く
こ
と
又
（
㊒
）
る
】

な
り
。
曰
く
、『
苟
く
も
子
を
任
ず
る
毋
け
れ
ば
、
講
し
、
請
ふ
ら
く
は
齊
を
以
て
上

交
と
爲
さ
ん
。
天
下
に
齊
を
謀
る
者
㊒
れ
ば
、
請
ふ
ら
く
は
之
を
功
（
攻
）
め
ん
』

と
。」
と
。

蘇
脩
齊
に
在
り
、【
諸も

ろ
も

ろ
の
以
て
齊
・
勺
（
趙
）
を
惡
ま
し
む
る
べ
き
者
を
し
て
將

に
】
齊
・
勺
（
趙
）
に
予あ

た

へ
し
め
ん
。
今
、【
齊
】
王�

宋
竅
を
使
は
し
て
臣
を
詔
し

て
曰
く
、「
魚
（
吾わ

れ

）
は
將
に
子
と
□
謀
る
こ
と
㊒
ら
ん
と
す
。」
と
。
臣
の
【
奉
陽

君
】
に
見
る
所
は
、
□
□
□
□
□
齊
を
功
（
攻
）
め
ず
、
介
（
界
）
を
全
く
す
。
薛

公
・
徐
爲
に
見
る
所
は
、
其
の
齊
を
功
（
攻
）
め
ん
と
す
る
こ
と
益

ま
す
ま
す

疾は
や

し
。
王�

勺

（
趙
）
の
功
（
攻
）
齊
を
必ひ

つ

す
る
に
、
若
し
天
下
を
以
て
【
勺
（
趙
）
と
禾
（
和
）

し
、
陰ひ

そ

か
に
齊
を
謀
り
】、
齊
を
禾
（
和
）
よ
り
外は

ず

し
、［
趙
の
］
齊
・
秦
に
合
し
て

以
て
燕
を
謀
ら
ざ
る
を
必
せ
ば
、則
ち
臣
は
齊
よ
り
免
ぜ
ら
れ
て
歸
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
。

爲も

し
趙�

【
齊
を
功
（
攻
）
め
ず
、
介
（
界
）
を
全
く
す
る
を
】
擇
び
、
趙
の
齊
・
秦

に
合
し
て
以
て
燕
を
謀
ら
ざ
る
を
必ひ

つ

せ
【
ざ
れ
ば
】、
齊
王�

臣
を
歸
す
と
雖
も
、
臣

は
將
に
歸
ら
ざ
ら
ん
と
す
。
諸
ろ
の
以
て
齊
・
勺
（
趙
）
を
惡
ま
し
む
る
べ
き
【
者
】

は
、
將
に
之
を
【
予
へ
ん
と
】
す
。
以
て
惡
ま
る
る
も
可
【
な
り
】、
以
て
蓐
（
辱
）

し
め
ら
る
る
も
可
な
り
、
以
て
勺
（
趙
）
と
大
讎
と
爲
る
も
可
な
り
。

今
、
王
曰
く
、「
必
ず
勺
（
趙
）
に
善
く
せ
よ
。
國
に
利
あ
り
。」
と
。
臣
は
與
（
擧あ

）

げ
て
其
の
故
を
知
ら
ず
。
奉
陽
君
の
欲
す
る
所
、
齊
・
秦
に
循
【
善
】
し
て
以
て
其

の
封
を
定
む
る
こ
と
、
此
れ
其
の
上
計
な
り
。
次
は
、
齊
に
循
善
し
て
以
て
其
の
國

を
安
ん
ず
る
こ
と
。
齊
・
勺
（
趙
）
循
善
な
る
は
、
燕
の
大
過
（
禍
）
な
り
。
將は

た

勺
（
趙
）
を
養
ひ
て
之
を
齊
に
美よ

く
せ
ん
か
、
燕
に
害
あ
ら
ん
。
之
を
齊
に
惡あ

し
く

者
推
測
）、
□
□
□
□
□
不
功
（
攻
）
齊
、
全
於
介
（
界
）。
所
見
於
薛
公
・
徐

爲
、
其
功
（
攻
）
齊
益
疾
。
王
必
勺
（
趙
）
之
功
（
攻
）
齊
、
若
以
天
下
【
與

勺
（
趙
）
禾
（
和
）
陰
謀
齊
】（
筆
者
推
測
）
焉
、
外
齊
於
禾
（
和
）、
必
不
合

齊
秦
以
謀
燕
、
則
臣
請
爲
免
於
齊
而
歸
矣
。

爲
趙
擇
【
不
功
（
攻
）
齊
、
全
於
介
（
界
）】（
筆
者
推
測
）、【
不
】
必
趙
之
不

合
齊
秦
以
謀
燕
也
、
齊
王
雖
歸
臣
、
臣
將
不
歸
。

諸
可
以
惡
齊
勺
（
趙
）【
者
】
將
【
予）
（1
（

】
之
。
以
惡
可
【
也
】、
以
蓐
（
辱
）

可
也
、
以
與
勺
（
趙
）
爲
大
讎
可
也
。

今
③
王
曰
、「
必
善
勺
（
趙
）、
利
於
國
。」
臣
與
（
擧
）
不
知
其
故
。
奉
陽
君

之
所
欲
、
循
【
善
】
齊
秦
以
定
其
封
、
此
其
上
計
也
。
次
、
循
善
齊
以
安
其

國
。

齊
勺
（
趙
）
循
善
、
燕
之
大
過
（
禍
）。
將
養
勺
（
趙
）
而
美
之
齊
乎
、
害
於

燕
。
惡
之
齊
乎
、
奉
陽
君
怨
臣
、
臣
將
何
處
焉
。

臣
以
齊
善
勺
（
趙
）、
必
容
焉
、
以
爲
不
利
國
故
也
。
勺
（
趙
）
非
可
與
功

（
攻
）
齊
也
、
無
所
用
。

勺
（
趙
）
毋
惡
於
齊
爲
上
。
齊
勺
（
趙
）
不
惡
、
國
不
可
得
而
安
、
功
不
可

得
而
成
也
。

齊
趙
之
惡
從
已
、
願
王
之
定
慮
而
羽
鑽
臣
也
。
勺
（
趙
）
止
臣
而
它
人
取
齊
、

必
害
於
燕
。
臣
止
於
勺
（
趙
）
而
侍
（
待
）
其
魚
肉
。
臣
□
不
利
於
身
。

盛
慶
を
使
は
し
て
書
を
【
燕
王
】
に
獻
ぜ
し
め
て
【
曰
く
】、
□
□
□
□
未
だ
齊
を
功

（
攻
）
め
ず
と
雖
も
、
事
必
ず
美よ

ろ

し
き
者
は
、
齊
の
臣
を
任
じ
、
以
て
宋
を
功
（
攻
）

め
ず
、
韓
・
粱
（
梁
）
に
從よ

り
て
秦
を
取
り
以
て
勺
（
趙
）
に
謹
し
ま
ん
と
欲
し
、

勺
（
趙
）
は
以
（
已す

で

）
に
薛
公
・
徐
爲
の
謀
を
用
ひ
て
齊
に
謹
む
を
以
て
、
故
に
齊
・

【
趙
】
相
ひ
倍
（
背そ

む

）
く
な
り
。
今
、
齊
王�

宋
竅
を
使
は
し
て
臣
に
謂
は
し
め
て
曰
く
、

「
奉
陽
君
、
周
納
を
使
は
し
て
寡
人
に
吿
げ
て
曰
く
、『
燕
王
、
蘇
秦
を
任
ず
る
に
事
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第
一
章
の
再
檢
討

　

ま
ず
㊟
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
第
二
・
三
章
と
は
異
な
り
、
一
連
の
書
信
で
あ

り
な
が
ら
第
一
章
の
冐
頭
「
自
趙
獻
書
燕
王
」
に
傳
逹
者
の
名
は
無
い
。
た
だ
し
、

お
そ
ら
く
そ
の
傳
逹
者
は
第
二
章
の
「
②
臣
使

謁　
　
　
　

（
趙
を
去
る
こ

と
を
謁
う
）
に
見
え
る
「
辛
」
に
他
な
る
ま
い
。
第
一
章
の
主
要
な
內
容
も
、「
今

②
臣
欲
以
齊
大
【
惡
】
而　

」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
朙
確
に
「
趙
を
去

る
」
こ
と
を
要

し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
第
一
章
の
書
信
は
基
本
的
に
②
の
時
點

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
第
一
章
（
②
の
時
點
）
に
「
使
田
伐
若
使

　

疾
召
臣
」（
田
伐
も
し
く
は
使
孫
を
使
わ
し
て
は
や
く
臣
を
召
還
し
て
ほ
し
い
）

と
要
請
し
た
こ
と
に
對
し
て
、
第
二
章
の
「
④
王
之
賜
使　

與
弘
來
」
が
そ

れ
に
應
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
使
孫
ら
が
「　

之
後
、
奉
陽
君
・
徐
爲
之

視
臣
益
善
」（
臣
の
こ
と
で
口
𣷹
え
を
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
奉
陽
君
・
徐
爲
の
臣
を

見
る
目
が
好
轉
し
た
）
と
い
う
記
述
は
、
第
一
章
（
②
の
時
點
）
の
「
因　
　

也
」

（
使
孫
ら
を
寄
こ
す
機
會
に
臣
の
こ
と
で
口
𣷹
え
を
し
て
ほ
し
い
）
と
い
う
要
請
と
み
ご

と
に
對
應
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
二
章
（
⑤
の
時
點
）
の
書
信
は
朙
ら
か
に
第

一
章
（
②
の
時
點
）
の
內
容
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一　

蘇
秦
自
趙
獻
書
燕
王
章
）

②
自
趙
獻
書
燕
王
曰
、
始
臣
甚
惡
事
、
恐
趙
足
…
…
臣
之
所
惡
、
故
冐
趙
而

欲
說
丹
與
得
、
事
非
□
□
□
□
□
□
臣
也
。

今
②
奉
陽
【
君
】
之
使
與
【
臣
言
之
曰
、
燕
趙
循
善
、
必
】（
筆
者
推
測
）
封

秦
也
、
任
秦
也
、
比
燕
於
趙
、
令
秦
與

（
兌
）
□
□
□
□
□
。

【
秦
・
】
宋
不
可
信
。
若
【
在
粱
（
梁
）
者
其
】（
筆
者
推
測
）
持
（
恃
）
我
、

其
從
徐
【
爲
】
□
□
□
□
□
制
事
、
齊
必
不
信
趙
矣
。

王
毋
夏
（
憂
）
事
、
務
自
樂
也
。
臣
聞
王
之
不
安
、
臣
甚
願
【
王
安
。
□
五

せ
ん
か
、奉
陽
君�

臣
を
怨う

ら

ま
ん
。
臣�

將
た
何
れ
に
處
ら
ん
。
臣�

齊
を
以
て
勺
（
趙
）

に
善
か
ら
し
む
れ
ば
、
必
ず
容
れ
ら
れ
ん
も
、
國
に
利
あ
ら
ず
と
以を

爲も

ふ
が
故
な
り
。

勺
（
趙
）
は
與
に
齊
を
功
（
攻
）
む
る
べ
き
に
非
ざ
れ
ば
、
用
ふ
る
所
無
し
。
勺

（
趙
）
は
齊
に
惡
ま
る
る
毋
き
を
上
と
爲
す
。
齊
・
勺
（
趙
）
惡
ま
ざ
れ
ば
、
國
は
得

て
安
ん
ず
べ
か
ら
ず
、
功
は
得
て
成
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
齊�

趙
を
こ
れ
惡
む
こ
と

從
ほ
し
い
ま
ま

な
る
の
み
。
願
は
く
は
王
の
慮
を
定
め
て
臣
を
羽
鑽
せ
ん
こ
と
を
。
勺
（
趙
）�

臣
を
止と

ど

め
て
、
它
人�

齊
を
取
れ
ば
、
必
ず
燕
に
害
あ
ら
ん
。
臣�

勺
（
趙
）
に
止
め

ら
れ
て
其
の
魚
肉
た
る
を
侍
（
待
）
つ
。
臣
□
身
に
利
あ
ら
ず
。

　

特
に
㊟
意
す
べ
き
は
、
第
三
章
の
後
半
で
「
今
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
二
箇
所
、

「
今
③
【
齊
】
王
使
宋
竅
詔
臣
」
と
「
今
③
王
曰
、「
必
善
勺
（
趙
）、
利
於
國
。」」

と
で
あ
り
、
燕
王
の
「
必
善
勺
（
趙
）、
利
於
國
。」（
必
ず
趙
と
の
親
善
に
つ
と
め
よ
。

そ
れ
が
燕
國
に
利
と
な
る
の
で
あ
る
。）
と
い
う
言
は
、
實
質
的
に
第
二
章
の
（
臣
が

趙
を
去
る
こ
と
を
謁
う
た
こ
と
に
對
し
て
）「
③
王
使
慶
謂
臣
、「
不
利
於
國
、
且
我

夏
〈
憂
〉
之
。」」（
趙
を
去
る
こ
と
は
燕
國
に
利
と
な
ら
な
い
、
我
は
そ
の
こ
と
を
憂
え

る
か
ら
、
趙
を
去
る
べ
き
で
は
な
い
。）
と
同
じ
內
容
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
す
べ
て
③

の
時
點
の
こ
と
だ
と
推
定
し
た
。
③
の
燕
王
か
ら
「
臣
」
へ
の
傳
逹
者
「
慶
」

は
、
ま
さ
に
①
で
「
臣
」
か
ら
燕
王
へ
使
い
し
た
（
徃
）、
そ
の
「（
盛
）
慶
」
が
、

③
で
王
か
ら
の
言
を
も
っ
て
﨤
っ
て
來
た
（
復
）
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「
慶
」
に
よ
っ
て
ま
た
「
臣
」
か
ら
燕
王
へ
現
狀
報
吿
が
な
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
、

第
三
章
の
後
半
の
冐
頭
に
も
【
・
使
盛
慶
獻
書
於
燕
王
曰
】
が
㊒
っ
て
し
か
る
べ

き
だ
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

　

そ
れ
は
、
齊
王
が
宋
竅
を
傳
逹
者
と
し
て
「
臣
」
と
謀
を
相
談
し
た
い
（
齊
に

召
還
し
た
い
）
と
詔
し
て
き
た
（
今
③
【
齊
】
王
使
宋
竅
詔
臣
曰
、「
魚
（
吾
）
將
與
子

□
㊒
謀
也
。」）
タ
イ
ミ
ン
グ
と
同
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

一
一

使
は
し
て
、
□
□
□
□
□
□
□

（
却
）
軍
の
日
に
、
齊
を
伐
ち
・
齊
を
外は

ず

す
こ
と

無
き
を
約
す
。
事
の
上
は
、
齊
・
趙
大
い
に
惡
む
。
中
は
、
五
和
し
て
燕
を
外
さ
ず
。

下
は
、
趙�

齊
・
秦
に
循
合
し
て
以
て
燕
を
謀
る
。

今
、
臣�

齊
を
以
て
大
い
に
【
惡
ま
し
め
て
】
趙
を
去
り
、
齊
王
に
「
趙
の
禾
（
和
）

す
る
や
、
陰
に
齊
を
外
し
・
齊
を
謀
ら
ん
と
す
」
と
胃
（
謂
）
は
ん
と
欲
す
。
齊
・

趙
必
ず
大
い
に
惡
ま
ん
。
奉
陽
君
・
徐
爲�

臣
を
信
ぜ
ず
、
甚
だ
臣
の
齊
に
之
く
を
欲

せ
ず
、
㊒
（
又
）
た
臣
の
韓
・
粱
（
梁
）
に
之
く
を
欲
せ
ざ
る
な
り
。
燕
の
事
小
大

の
諍
（
爭
）
ひ
、
必
ず
且
に
美よ

か
ら
ん
と
す
。
臣
、
甚
だ
趙
の
臣
を
出
だ
さ
ざ
る
を

患
ふ
る
な
り
。
知
（
智
）
は
能
く
國
を
免の

が

る
る
も
、
未
だ
身
を
免
る
る
こ
と
能
は
ず
。

王
の
臣
が
爲
に
す
る
を
願
ふ
故
は
、
此
れ
な
り
。
田
伐
を
使
は
し
若
く
は
使
孫
を
使

は
し
、
疾
く
臣
を
召
し
、
因
り
て
臣
に
於
い
て
辭
せ
よ
。
趙
甲
を
予
ふ
る
を
爲
す
は
、

粱
（
梁
）
に
在
る
者
に
因
る
。

　

こ
の
第
一
章
（
②
の
時
點
）
に
「
今
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
三
箇
所
で
あ
る
。

　

一
つ
目
「
今
奉
陽
【
君
】
之
使
」
云
々
は
、
お
そ
ら
く
奉
陽
君
（
の
使
者
）
と

臣
（
蘇
秦
）
と
の
兩
者
の
閒
だ
け
の
交
涉
で
あ
ろ
う
。
交
涉
の
取
引
條
件
と
し
て

「
封
秦
也
、
任
秦
也
、
比
燕
於
趙
」、「
令
秦
與

（
兌
）」
な
ど
と
言
い
、
蘇
秦
が

自
分
を
「
秦
」
と
、
奉
陽
君
が
自
分
を
「

（
兌
）」
と
稱
す
る
形
で
あ
る
の
は
、

互
い
が
對
等
の
立
場
で
交
涉
し
て
い
る
證
據
で
あ
る
。
交
涉
の
主
な
內
容
は
、
お

そ
ら
く
五
和
（
五
國
連
合
）
を
實
現
す
る
た
め
に
ま
ず
兩
者
が
協
力
す
る
こ
と
を

確
認
し
、
具
體
的
に
趙
に
お
け
る
蘇
秦
の
封
地
や
任
官
（
同
盟
す
る
國
ど
う
し
が
紐

帶
と
な
る
人
物
を

ね
て
任
用
す
る
こ
と
）
を
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

二
つ
目
の
「
今
與
臣
約
五
和
入
秦
」
云
々
は
、
臣
と
約
し
た
の
が
誰
か
書
い
て

な
い
が
、
や
は
り
奉
陽
君
と
考
え
て
閒
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
奉
陽
君
と
蘇
秦
と
の

閒
で
「
五
和
入
秦
」
の
約
が
成
立
し
た
の
が
②
の
時
點
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。

　

三
つ
目
の
「
今
臣
欲
以
齊
大
【
惡
】
而　

」
こ
そ
は
、
第
二
章
の
「
②
臣
使

和
】（
筆
者
推
測
）
之
中
重
齊
、
欲
如
【
天
下
從
】（
筆
者
推
測
）
齊
、
秦
毋
惡

燕
粱
（
梁
）
以
自
持
也
。

今
②
與
臣
約
五
和
入
秦
、
使
使
齊
韓
粱
（
梁
）【
燕
】
□
□
□
□
□
□
□
約

（
却
）
軍
之
日
、
無
伐
齊
外
齊
焉
。

事
之
上
、
齊
趙
大
惡
。
中
、
五
和
不
外
燕
。
下
、
趙
循
合
齊
秦
以
謀
燕
。

今
②
臣
欲
以
齊
大
【
惡
】
而　

、
胃
（
謂
）
齊
王
、
趙
之
禾
（
和
）
也
、

陰
外
齊
謀
齊
。
齊
趙
必
大
惡
矣
。

奉
陽
君
徐
爲
不
信
臣
、
甚
不
欲
臣
之
之
齊
也
、
㊒
（
又
）
不
欲
臣
之
之
韓
粱

（
梁
）
也
。

燕
事
小
大
之
諍
（
爭
）、
必
且
美
矣
。
臣
甚
患
趙
之
不
出
臣
也
。
知
（
智
）
能

免
國
、
未
能
免
身
。
願
王
之
爲
臣
故
、
此
也
。
使
田
伐
若
使　

疾
召
臣
、

因　
　

也
。
爲
予
趙
甲
因
在
粱
（
梁
）
者）
（1
（

。

趙
よ
り
［
辛
を
使
は
し
て
］
書
を
燕
王
に
獻
ぜ
し
め
て
曰
く
、
始
め
臣
甚
だ
事
を
惡

み
、
趙
足
を
恐
れ
…
…
は
、
臣
の
惡
む
所
な
り
。
故
に
趙
に
冐
し
て
丹
と
得
と
を
說

か
ん
と
欲
す
。
事
は
…
…
に
非
ず
、
臣
を
…
…
な
り
。

今
、
奉
陽
【
君
】
の
【
臣
】
と
【
言
は
】
し
め
て
【
曰
く
、「
燕
・
勺
（
趙
）
循
善

た
れ
ば
、
必
ず
】
秦
を
封
ず
る
や
、
秦
を
任
ず
る
や
、
燕
に
比な

ら

ひ
て
趙
に
於
い
て
し
、

秦
と

（
兌
）
と
を
し
て
□
□
□
□
□
せ
し
め
ん
。」【
秦
と
】
宋
と
は
信
ず
可
か
ら
ず
。

若
し
【
粱
（
梁
）
に
在
る
者
其
の
】
我
ら
［
燕
］
を
持
（
恃
）
み
、
其
の
徐
【
爲
】

を
從
へ
□
□
□
□
□
事
を
制
す
れ
ば
、
齊
は
必
ず
趙
を
信
ぜ
ず
。
王�

事
を
夏
（
憂
）

ふ
る
毋
か
れ
、
自
ら
樂
し
む
を
務
め
よ
。
臣�

王
の
安
か
ら
ざ
る
を
聞
き
、
臣
甚
だ

【
王
の
安
き
を
】
願
ふ
。【
□
五
和
】
の
中
、
齊
を
重
ん
ず
る
は
、【
天
下
の
】
齊
に

【
從
ふ
が
】
如
く
し
、
秦�

燕
・
粱
（
梁
）
を
惡
む
毋
く
、
以
て
自
持
せ
ん
こ
と
を
欲

す
れ
ば
な
り
。

今
、［
奉
陽
君
は
］
臣
と
五
和
入
秦
を
約
し
、
使
を
齊
・
韓
・
粱
（
梁
）・【
燕
】
に
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辛
謁　
　
　
　

」（
趙
を
去
る
こ
と
を
謁
う
）
と
同
じ
事
で
あ
り
、
こ
の
第
一
章

の
書
信
が
②
の
時
點
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
で
あ
る
。

第
三
・
一
・
二
章
の
「
今
」
に
よ
る
狀
況
の
整
理

　

以
上
の
よ
う
に
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
歬
三
章
は
、
①
第
三
章
歬
半
、
②
第
一

章
、
③
第
三
章
後
半
、
⑤
第
二
章
の
順
に
發
信
さ
れ
た
書
信
で
あ
る
。
特
に
そ
の

中
の
「
今
」
に
關
わ
る
記
述
を
軸
に
し
て
、
わ
ず
か
二
ヶ
⺼
程
度
の
「
東
西
稱

帝
」
時
朞
（
秦
昭
王
十
九
年
年
始
十
⺼
〜
十
二
⺼
、
西
曆
歬
二
八
九
年
年
末
十
⺼
〜
十
二

⺼
）
の
記
事
（
出
來
事
）
を
時
系
列
に
竝
べ
て
み
よ
う
（
同
じ
番
號
の
時
點
の
事
柄
も

文
脈
に
よ
り
先
後
を
つ
け
て
竝
べ
る
）。

（
▼
は
、
み
な
蘇
秦
が
趙
に
拘
留
さ
れ
る
①
の
直
歬
の
狀
況
）

▼
奉
陽
君
使
周
納
吿
寡
人
曰
（
※
燕
王
が
蘇
秦
を
任
用
し
な
い
こ
と
を
請
う
）

▼
奉
陽
君
使
周
納
言
之
曰
（
※
蘇
秦
の
目
的
は
實
は
謀
齊
だ
と
忠
吿
）

▼
周
納
言
、（
※
蘇
秦
を
任
用
し
な
い
こ
と
が
、
燕
勺
（
趙
）
同
盟
の
條
件
）

▼
奉
陽
【
君
】【
㊒
說
】（
筆
者
推
測
）
丹
若
得
也
（
※
蘇
秦
の
不
任
用
（
罷
免
）
が
、

齊
と
講
和
し
上
交
と
す
る
た
め
の
條
件
）

（
第
三
章
歬
半
書
信
の
時
朞
）

今
①
齊
王
使
宋
竅
謂
臣
（
※
▼
奉
陽
君
が
蘇
秦
不
任
用
（
罷
免
）
を
條
件
に
齊
趙
同

盟
を
提
案
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
言
う
）

①
使
盛
慶
獻
書
於
【
燕
王
】（
※
第
三
章
歬
半
の
書
信
を
發
信
、
薛
公
・
徐
爲
の
謀

齊
と
齊
趙
關
係
惡
化
を
報
吿
す
る
）

①
臣
使
慶
報
之
後
、
徐
爲
之
與
臣
言
甚
惡）
（1
（

（
※
韓
徐
爲
の
態
度
ま
で
も
惡
化
、
お

そ
ら
く
蘇
秦
の
拘
留
の
始
ま
り
）

（
第
一
章
書
信
の
時
朞
）

今
②
奉
陽
【
君
】
之
使
與
（
※
奉
陽
君
「

（
兌
）」
と
臣
「
秦
」
と
の
交
涉
）

今
②
與
臣
約
五
和
入
秦
（
※
奉
陽
君
と
臣
に
よ
る
五
國
連
合
の
盟
約
成
立
）

今
②
臣
欲
以
齊
大
【
惡
】
而　

（
※
齊
趙
關
係
の
最
惡
化
策
と
、
趙
を
去
る
こ

と
を
要

）（
第
二
章
の
②
臣
使
辛
謁
大
〈
去
〉
之
と
同
じ
要

）

②
使
田
伐
若
使　

疾
召
臣
、
因　
　

也
。（
※
第
一
章
末
の
使
者
要
請
、

こ
れ
に
應
じ
て
④
が
あ
る
）

②
自
趙
獻
書
燕
王
曰
（
※
第
一
章
の
書
信
を
發
信
）

（
第
三
章
後
半
書
信
の
時
朞
）

今
③
【
齊
】
王
使
宋
竅
詔
臣�

（
※
齊
王
が
蘇
秦
の
召
還
を
要
請
）

③
蘇
脩
在
齊
（
※
お
そ
ら
く
第
三
章
後
半
の
書
信
の
冐
頭
句
、
齊
が
楚
（
蘇
脩
在
齊
）

を
つ
て
に
秦
と
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
事
を
報
吿
）

③
王
使
慶
謂
臣
「
不
利
於
國
、
且
我
夏
〈
憂
〉
之
。」（
※
燕
王
が
①
の
使
者
盛
慶

に
よ
っ
て
﨤
信
、
趙
を
去
る
こ
と
は
「
不
利
於
國
」
と
言
う
）

今
③
王
曰
、「
必
善
勺
（
趙
）、
利
於
國
。」（
※
實
質
的
に
右
に
同
じ
書
信
）

（
第
二
章
書
信
所
收
の
燕
王
之
賜
使
の
記
事
）

④
王
之
賜
使
使
孫
與
弘
來
（
※
②
第
一
章
末
の
使
者
要
請
に
應
じ
た
も
の
）

④　

之
後
、
奉
陽
君
・
徐
爲
之
視
臣
益
善
、
㊒
遣
臣
之
語
矣
（
※
②
第
一
章

末
の
「　
　

」
が
實
行
さ
れ
て
、
奉
陽
君
・
徐
爲
の
態
度
が
改
善
、
蘇
秦
解
放

の
き
ざ
し
）

（
第
二
章
書
信
の
時
朞
）

今
⑤
齊
王
使
李
終
之
勺
（
趙
）（
※
齊
王
が
、
奉
陽
君
に
齊
宋
の
同
盟
國
化
「
相
橋
於

宋
、
與
宋
通
關
」
を
吿
げ
、
奉
陽
君
が
怒
る
）

⑤
奉
陽
君
甚
怒
於
齊
、
使
勺
（
趙
）
足
問
之
臣
（
※
奉
陽
君
が
、
齊
宋
の
同
盟
國

化
な
ど
に
つ
い
て
蘇
秦
の
罪
を
問
う
）

⑤
願
王
之
使
人　

言
臣
、　

使
臣
久
於
勺
（
趙
）
也
（
※
「
反
復
」
は
こ

れ
が
最
初
で
は
な
く
最
後
の
要
請
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
反
復
」「
必
毋
」
の
言
葉



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

一
三

は
趙
か
ら
の
解
放
を
願
う
切
實
さ
必
死
さ
を
傳
え
る
）

⑤
使
韓
山
獻
書
燕
王��

（
※
第
二
章
の
書
信
を
發
信
）

ま
と
め

　

さ
て
、
一
連
の
書
信
と
し
て
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
歬
三
章
を
讀
み
解
き
、
お
お

よ
そ
①
か
ら
⑤
ま
で
の
五
つ
の
時
點
の
記
事
と
し
て
時
系
列
に
分
類
し
て
理
解
す

る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
蘇
秦
物
語
が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。

　

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
筋
書
き
に
な
る
。

　

齊
と
の
親
善
・
連
合
に
よ
り
國
境
現
狀
維
持
を
目
指
す
趙
相
奉
陽
君
は
、
何
か

と
齊
趙
關
係
の
惡
化
を
目
論
む
蘇
秦
を
危
險
視
し
、
以
歬
か
ら
齊
王
に
蘇
秦
の
不

任
用
（
罷
免
）
を
要
請
・
忠
吿
・
交
涉
し
て
き
て
い
た
。
逆
に
、
蘇
秦
は
齊
王
の

信
用
を
得
て
、
齊
國
を
制
御
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
齊
の
攻
宋
を
停
止
さ
せ
（「
東

西
稱
帝
」
の
お
膳
立
て
を
し
）、
ま
た
反
齊
派
と
し
て
協
力
し
合
う
魏
相
薛
公
・
趙

將
徐
爲
と
は
攻
齊
連
合
を
約
し
て
謀
齊
を
企
み
、
齊
が
趙
に
備
え
、
趙
が
齊
に
備

え
る
齊
趙
相
背
の
形
勢
を
つ
く
り
あ
げ
た
。（
こ
こ
で
第
三
章
歬
半
書
信
發
信
）
し
か

し
、
そ
の
た
め
に
趙
に
來
た
蘇
秦
は
、（
協
力
者
だ
っ
た
は
ず
の
）
趙
將
徐
爲
の
態

度
が
惡
化
し
（「
徐
爲
之
與
臣
言
甚
惡
」）、
趙
兵
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
（
監
視
・
拘
留

さ
れ
る
）
こ
と
に
な
る
（「
在
粱
（
梁
）
者
」
薛
公
の
指
示
に
よ
る
か
）。
時
は
秦
昭
王

十
九
年
十
⺼
、
ま
さ
に
「
東
西
稱
帝
」
の
策
謀
が
發
動
し
東
帝
齊
と
西
帝
秦
と

で
連
合
し
て
趙
國
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
お
り
、
趙
將
徐
爲
も
自
國
の
最
大
の
危

機
（
秦
齊
兩
面
の
敵
）
を
歬
に
し
て
、
攻
齊
の
面
の
み
の
蘇
秦
に
協
力
す
る
ど
こ

ろ
で
は
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
趙
相
奉
陽
君
の
親
齊
反
秦
策
に
協
力
す
る
し
か
救

國
の
手
は
無
い
。
趙
相
奉
陽
君
は
、
拘
留
中
の
蘇
秦
と
交
涉
し
、
二
人
で
「
五
和

入
秦
」（
趙
・
燕
・
齊
・
魏
・
韓
の
攻
秦
）
連
合
の
盟
約
を
企
畫
し
、
そ
れ
を
實
行
に

移
し
始
め
る
。
た
だ
し
、
蘇
秦
は
な
お
趙
に
留
め
ら
れ
た
ま
ま
で
齊
王
と
帝
號
を

去
っ
て
秦
を
攻
め
る
（
第
四
章
「
攻
秦
去
帝
」）
た
め
の
相
談
（
謀
議
）
が
で
き
な
い
。

今
こ
そ
趙
を
去
っ
て
、
趙
の
五
和
は
「
陰
か
に
齊
を
外
し
齊
を
謀
る
」
た
め
だ
と

言
っ
て
齊
の
趙
へ
の
憎
惡
を
最
大
限
に
煽
る
機
會
な
の
で
、
燕
王
に
使
孫
ら
を
使

わ
し
て
燕
に
蘇
秦
を
「
疾
く
」
召
還
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。（
こ
こ
で
第
一
章
書

信
發
信
）
折
も
折
、
齊
王
か
ら
も
相
談
し
た
い
こ
と
が
あ
る
（「
蘇
脩
在
齊
」「
東
西

稱
帝
」
に
よ
る
趙
包
圍
策
の
謀
議
か
）
と
召
還
の
要
請
が
來
る
。
燕
王
か
ら
は
、
趙

を
去
る
こ
と
は
「
不
利
於
國
」
と
の
回
答
が
來
た
の
で
、
蘇
秦
は
あ
え
て
趙
を
去

ら
ず
、
齊
趙
關
係
の
惡
化
が
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
燕
王
に
さ
ら

な
る
助
力
（「
羽
鑽
」）
を
お
願
い
し
、
趙
に
長
く
止
ま
る
危
險
を
訴
え
る
。（
こ
こ

で
第
三
章
後
半
書
信
發
信
）
燕
王
は
、
蘇
秦
の
要
請
に
應
じ
て
使
孫
ら
を
使
わ
し
て

蘇
秦
を
燕
に
召
還
す
る
た
め
の
口
𣷹
え
を
し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
奉
陽
君
・
徐
爲

の
蘇
秦
を
見
る
目
が
好
意
的
に
な
り
、
蘇
秦
を
解
放
す
る
き
ざ
し
が
見
え
は
じ

め
た
。
と
こ
ろ
が
折
惡
し
く
、
齊
王
の
使
者
李
終
が
、
齊
王
の
怒
り
と
と
も
に

宋
（
お
よ
び
秦
）
と
の
同
盟
國
化
（「
相
橋
於
宋
、
與
宋
通
關
」）
を
吿
げ
て
き
た
の

で
、
奉
陽
君
も
（「
東
西
稱
帝
」
繼
續
中
の
）
齊
に
怒
り
、
そ
の
責
任
を
蘇
秦
に
問

い
詰
め
る
。
蘇
秦
は
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
を
通
す
が
、
奉
陽
君
は
罪
を
盡
く
蘇
秦
の
所せ

爲い

だ
と
す
る
。
こ
の
ま
ま
趙
に
止
ま
れ
ば
取
り
﨤
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
と

感
じ
た
蘇
秦
は
、
趙
か
ら
解
放
さ
れ
る
ま
で
何
度
で
も
（「
反
復
」）
あ
き
ら
め
ず

に
（「
必
毋
」）、
燕
に
召
還
す
る
口
𣷹
え
の
使
者
を
よ
こ
す
よ
う
、
燕
王
に
お
願
い

す
る
。（
こ
こ
で
第
二
章
書
信
發
信
）

お
わ
り
に

　

ま
ず
、
實
は
①
以
歬
の
時
點
（
▼
）
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
、
奉
陽
君
か

ら
齊
王
へ
の
一
連
の
働
き
か
け
（
蘇
秦
不
任
用
の
要
請
・
忠
吿
・
交
涉
）
は
、
第
四

章
の
「
後
、
薛
公
乾
（
韓
）
徐
爲
與
王
約
功
（
攻
）
齊
、
奉
陽
君
鬻
臣
、
歸
罪
於
燕
、



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
四
集

一
四

以
定
其
封
於
齊
、
公
玉
丹
之
勺
（
趙
）
致
蒙
、
奉
陽
君
受
之
、
王
憂
之
。
故
强
臣

之
齊
。
臣
之
齊
、
惡
齊
勺
（
趙
）
之
交
、
使
毋
予
蒙
而
通
宋
使
。」（
後
に
、
薛
公
・

乾
（
韓
）
徐
爲�

王
と
與
に
齊
を
功
（
攻
）
む
る
を
約
し
、
奉
陽
君�

臣
を
鬻
ぎ
罪
を
燕
に

歸
し
て
以
て
其
の
封
を
齊
に
定
め
、
公
玉
丹
、
勺
（
趙
）
に
之
き
て
蒙
を
致
し
、
奉
陽
君
、

之
を
受
く
る
に
、
王
は
之
を
憂
ひ
、
故
に
臣
に
强
ひ
て
齊
に
之ゆ

か
し
む
。
臣
は
齊
に
之ゆ

き
、

齊
・
勺
（
趙
）
の
交
を
惡
し
く
し
、
蒙
を
予
ふ
る
こ
と
毋
く
し
て
宋
の
使
を
通
ぜ
使
む
。）

に
所
謂
「
奉
陽
君
鬻
臣
」
の
內
實
だ
と
と
ら
え
て
よ
い
。

　

楊
寬
『
輯
證
』（
755
・
756
頁
）
で
は
「
奉
陽
君
鬻
臣
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

說
朙
し
て
い
る
。
齊
が
燕
將
張

（
魁
）
を
殺
し
、
そ
の
罪
を
請
う
（
謝
罪
の
）

た
め
に
蘇
秦
が
齊
に
至
り
、
齊
燕
の
國
交
を
修
復
し
た
（
第
四
章
「
治
齊
燕
之
交
」）

そ
の
後
、
當
時
魏
相
薛
公
（
孟
嘗
君
）
と
趙
將
韓
徐
爲
と
は
、
燕
王
と
共
に
齊
を

攻
め
る
約
を
結
ん
で
お
り
、
蘇
秦
も
當
然
そ
れ
に
參
與
し
て
い
た
が
、
趙
相
奉
陽

君
（
李
兌
）
が
突
如
と
し
て
事
態
を
改
變
し
、
齊
が
も
た
ら
す
封
邑
（
蒙
邑
）
を

受
け
取
り
齊
と
連
合
し
た
。
よ
っ
て
蘇
秦
の
書
信
に
「
奉
陽
君
鬻
臣
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
蒙
は
も
と
宋
の
邑
で
あ
り
、
齊
が
公
玉
丹
を
趙
に
使
わ
し
て
蒙
邑
を
奉

陽
君
の
封
邑
と
し
て
も
た
ら
す
と
い
う
の
は
、
齊
が
宋
國
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
あ
か

つ
き
に
は
蒙
邑
を
奉
陽
君
に
贈
與
す
る
と
い
う
約
定
に
す
ぎ
な
い
。
蘇
秦
は
そ
れ

を
阻
む
た
め
、
齊
に
至
り
、
齊
・
趙
の
關
係
を
惡
化
さ
せ
、
齊
が
蒙
邑
を
奉
陽
君

に
予
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
宋
使
を
通
じ
さ
せ
た
（
第
四
章
「
臣
之
齊
、
惡
齊

勺
（
趙
）
之
交
、
使
毋
予
蒙
而
通
宋
使
」）
の
で
あ
る
。
宋
使
を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
は

齊
と
宋
と
が
國
交
を
恢
復
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
齊
の
攻
宋
は
停
止
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

件
の
「
奉
陽
君
鬻
臣
、
歸
罪
於
燕
、
以
定
其
封
於
齊
」
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
事
件
と
し
て
、
楊
寬
『
輯
證
』
で
は
、
第
四
章
「
齊
殺
張

（
魁
）
…
…
治
齊

燕
之
交
。」
と
、
第
四
章
「
齊
之
信
燕
也
、
虛
北
地
而
【
行
】
其
甲
。
王
信
田
代

〈
伐
〉
繰
去
【
疾
】
之
言
功
（
攻
）
齊
、
使
齊
大
戒
而
不
信
燕
、
臣
捧
（
拜
）
辭
事
、

王
怒
而
不
敢
强
。
勺
（
趙
）
疑
燕
而
不
功
（
攻
）
齊
。
王
使
襄
安
君
東
以
便
事
也
。」

と
を
、
こ
の
順
序
で
竝
べ
て
歬
二
九
〇
年
の
項
に
揭
げ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
慧

眼
で
あ
り
、
現
在
、
筆
者
は
こ
れ
に
從
っ
て
、「
齊
殺
張

（
魁
）」
事
件
を
、
拙

稿
「
本
末
案
」
で
歬
二
九
二
年
と
推
定
し
た
も
の
を
改
め
て
歬
二
九
〇
年
と
し
た

い
と
考
え
る
。
ま
た
甚
だ
し
く
は
、
も
っ
と
①
の
時
點
に
接
近
さ
せ
て
歬
二
八
九

年
七
⺼
頃
の
可
能
性
す
ら
あ
る
と
考
え
る
。
歬
二
八
九
年
十
⺼
か
ら
十
二
⺼
の

わ
ず
か
三
ヶ
⺼
の
閒
に
「
東
西
稱
帝
」
か
ら
「
五
和
入
秦
」
へ
の
權
謀
術
數
や
大

轉
換
が
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
直
歬
の
わ
ず
か
三
ヶ
⺼
（
七
⺼
か
ら
九
⺼
）
の
閒
で

も
「
齊
殺
張

（
魁
）」
事
件
か
ら
燕
の
「
功
（
攻
）
齊
」（
第
四
章
）、
趙
の
「
不
功

（
攻
）
齊
」「
奉
陽
君
鬻
臣
…
…
以
定
其
封
於
齊
」（
第
四
章
）、
臣
の
「
臣
捧
（
拜
）

辭
事
」「
齊
殺
張

（
魁
）、
臣
請
屬
事
辭
爲
臣
於
齊
」（
第
四
章
）、
燕
の
「
使
襄
安

君
東
」（
お
よ
び
「
襄
安
君
之
不
歸
哭
」）（
第
四
章
）、
臣
の
「
之
齊
、
惡
齊
勺
（
趙
）

之
交
、
使
毋
予
蒙
而
通
宋
使
」（
第
四
章
）、
①
の
時
點
の
「
齊
之
任
臣
、
以
不
功

（
攻
）
宋
」（
第
三
章
）
ぐ
ら
い
ま
で
の
諸
事
が
起
こ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
無
い
。

　

も
し
も
「
齊
殺
張

（
魁
）」
事
件
が
歬
二
八
九
年
七
⺼
頃
で
よ
い
な
ら
ば
、

第
六
章
「
粱
（
梁
）
自
り
書
を
燕
王
に
獻
じ
て
曰
く
、
…
…
今
、
燕
王�

羣
臣
と
齊

を
宋
に
破
ら
ん
こ
と
を
謀
り
て
、
齊
を
功
（
攻
）
む
る
こ
と
甚
だ
急
な
り
。
…
…

寡
人
（
齊
王
）
の�

地
を
宋
に
得
る
も
、
亦
た
八
⺼
を
以
て
兵
を
歸
し
、
地
を
得
ざ

る
も
、
亦
た
八
⺼
を
以
て
兵
を
歸
さ
ん
。
…
…
足
下
（
燕
王
）�

齊
に
怒
る
と
雖
ど

も
、
請
ふ
、
之
を
養
ひ
て
以
て
事
に
便
に
せ
ん
こ
と
を
。」
は
そ
の
時
の
事
と
考

え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る）

（1
（

。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
第
六
章
の
編
年
を

「
歬
二
九
〇
／
二
八
九
」
と
推
定
し
た
次
第
で
あ
る
（「
編
年
一
覽
表
」
參
照
）。

　

な
お
、
さ
ら
に
第
四
章
以
下
の
書
信
の
詳
細
な
再
檢
討
も
行
な
う
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
別
の
機
會
を
し
ば
ら
く
待
ち
た
い
と
思
う
。『
戰
國
縱
橫
家
書
』



『
戰
國
縱
橫
家
書
』
蘇
秦
書
信
に
關
す
る
再
檢
討

一
五

を
硏
究
す
る
諸
賢
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

 
　

㊟
（
１
）　

本
稿
で
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
を
訓
讀
す
る
の
に
、
主
に
「
大
西
・
大
櫛
書
」

に
據
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
佐
藤
武
敏
監
修
、
藤
田
勝
久
・
早
苗
良
雄
・
工
藤
元
男

譯
㊟
『
馬
王
堆
帛
書 

戰
國
縱
橫
家
書
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
三
年
）
を
も
參
照
し

た
。
た
だ
し
、
本
稿
の
訓
讀
は
、
解
釋
の
相
違
の
た
め
に
該
書
と
は
異
な
る
部
分
も

多
い
。
ま
た
、
底
本
「
釋
文
㊟
釋
」
の
缺
字
部
分
の
推
測
に
つ
い
て
は
、「【
…
…
】

（
筆
者
推
測
）」
と
示
し
て
、
私
見
に
よ
り
（
文
脉
相
通
の
た
め
だ
け
の
）
憶
測
を
逞

し
く
し
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
。

（
２
）　

第
六
章
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
從
來
、
多
く
の
硏
究
者
が
齊
の
第
二
次
伐

宋
時
朞
と
考
え
、
歬
二
八
七
年
に
繫
年
し
て
い
る
（
後
揭
「
編
年
一
覽
表
」
參
照
）。

た
だ
し
「
大
西
・
大
櫛
書
」
で
は
、
五
國
攻
秦
軍
の
出
兵
を
歬
二
八
八
年
歬
半
の
こ

と
と
し
、
そ
の
數
ヶ
⺼
後
に
齊
に
よ
る
第
二
次
伐
宋
が
あ
る
と
考
え
、
第
六
章
に
云

う
「
八
⺼
歸
兵
」
の
「
八
⺼
」
は
歬
二
八
八
年
の
八
⺼
と
推
定
す
る
（
同
書
第
六
章

㊟
（
七
）
を
參
照
）。

（
３
）　

唐
蘭
「
司
馬
遷
所
沒
㊒
見
過
的
珍
貴
史
料

―
長
沙
馬
王
堆
帛
書
《
戰
國
縱
橫
家

書
》」、
楊
寬
「
馬
王
堆
帛
書
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
的
史
料
價
値
」、
馬
雍
「
帛
書
『
戰

國
縱
橫
家
書
』
各
篇
的
年
代
和
歷
史
背
景
」（
い
ず
れ
も
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小

組
編
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書　

戰
國
縱
橫
家
書
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
六
年
所
收
）

の
三
篇
の
論
文
は
初
朞
の
硏
究
・
考
證
で
は
あ
る
が
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
を
利
用

し
た
戰
國
史
の
編
年
を
考
え
る
上
で
、
今
も
な
お
、
ま
ず
第
一
に
參
照
す
べ
き
も
の

だ
と
思
う
。
楊
寬
『
戰
國
史
料
編
年
輯
證
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
二
年
）

（
以
下
、
楊
寬
『
輯
證
』
と
略
稱
）
と
陳
平
『
燕
史
紀
事
編
年
會
按
』（
上
下
册
、
北

京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
は
、
文
字
通
り
多
く
の
戰
國
史
料
を
丹
念
に
集
め

て
編
年
し
た
も
の
で
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
各
章
の
位
置
づ
け
（
編
年
）
に
非
常
に

參
考
に
な
る
。

（
４
）　
『
戰
國
縱
橫
家
書
』
に
お
い
て
、「
今
」
に
は
三
つ
の
意
味
・
用
法
が
あ
る
。
一
つ

目
は
、「
今
現
在
」（
書
信
を
書
い
て
い
る
今
現
在
）
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
が
最
も

多
く
、
頻
出
す
る
。
二
つ
目
は
、「
今
か
り
に
…
…
と
す
る
な
ら
ば
」
と
い
う
假
定

條
件
を
表
す
（
第
二
十
章
な
ど
）。
三
つ
目
は
、「
先
に
…
…
後
に
…
…
今
や
…
…
」

と
い
う
よ
う
に
、「
先
」（
あ
る
い
は
「
始
」）
の
狀
況
と
比
較
し
て
變
化
が
㊒
っ
た

こ
と
を
强
調
す
る
「
今
や
」
と
い
う
意
味
を
表
す
（
第
七
章
な
ど
）。

（
５
）　
「
五
和
入
秦
」
の
語
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
一
章
に
見
え
、「
今
與
臣
約
五
和

入
秦
使
使
齊
韓
粱
（
梁
）【
燕
】」
と
あ
る
。「
釋
文
㊟
釋
」
で
は
、「
今
與
臣
約
，
五

和
，
入
秦
使
，
使
齊
、
韓
、
粱
（
梁
）、【
燕
】」
と
句
讀
す
る
が
、
私
見
で
は
、「
今
、

（
趙
の
奉
陽
君
）
臣
と
五
和
入
秦
を
約
し
、
使
を
齊
・
韓
・
粱
（
梁
）・【
燕
】
に
使

は
す
」
と
訓
讀
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
第
九
章
に
、
五
和
入
秦
の
事
を
、「
南
方
の

齊
に
事
ふ
る
者
、
燕
と
天
下
と
の
師
を
得
て
、
之
れ
を
秦
と
宋
と
に
入
れ
て
以
て
齊

を
謀
ら
ん
と
欲
す
」
と
云
う
。「
入
る
」
と
は
「
師
」（
軍
隊
）
を
他
國
に
入
れ
る
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
「
大
西
・
大
櫛
書
」
第
一
章
【
㊟
釋
】（
九
）
に
詳
細

な
說
朙
が
あ
る
。
な
お
「
五
和
」
は
、
趙
・
燕
・
齊
・
魏
・
韓
の
五
國
連
合
の
こ
と

で
あ
り
、
特
に
第
一
章
の
文
脉
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
ず
主
導
し
た
人
物
が
趙
の
奉

陽
君
と
燕
の
蘇
秦
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

（
６
）　

本
稿
で
は
、
絕
對
年
代
を
論
證
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
事
の
先
後
や
經
緯
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
行
論
の
便
宜

上
、
西
曆
の
紀
元
歬
何
年
と
い
う
形
で
年
代
を
示
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
嚴

密
な
も
の
で
は
な
い
（
實
際
は
、
嚴
密
に
示
そ
う
に
も
攷
證
が
不
可
能
な
年
代
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
）。
と
も
か
く
事
の
先
後
の
目
安
と
し
て
歬
何
年
と
言
う
に
過
ぎ
な
い
。

そ
し
て
、
少
な
く
と
も
蘇
秦
の
活
動
の
先
後
關
係
を
分
析
す
る
た
め
に
、
基
點
の
年

と
す
べ
き
で
あ
る
の
が
秦
昭
王
十
九
年
な
の
で
あ
る
。

（
７
）　

馬
雍
「
帛
書
《
戰
國
縱
橫
家
書
》
的
年
代
和
歷
史
背
景
」、
歬
揭
、
200
頁
、
㊟
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し
て
い
る
。

（
13
）　

缼
字
に
「
予
」
を
補
う
の
は
、「
釋
文
㊟
釋
」
㊟
〔
一
八
〕
に
よ
る
。

（
14
）　

反
齊
派
の
薛
公
（
魏
相
）
は
「
東
西
稱
帝
」
の
時
、
韓
徐
爲
に
趙
甲
（
趙
の
武
裝

兵
）
で
蘇
秦
を
監
視
し
ろ
と
指
示
し
た
首
謀
者
か
も
し
れ
な
い
。
第
一
章
の
末
文

「
爲
予
趙
甲
、
因
在
粱
（
梁
）
者
。」（
趙
甲
を
予
ふ
る
を
爲
す
は
、
粱
（
梁
）
に
在

る
者
に
因
る
。）
の
「
在
粱
（
梁
）
者
」
は
薛
公
の
こ
と
だ
ろ
う
。

（
15
）　

こ
の
と
き
の
韓
徐
爲
の
言
は
、
お
そ
ら
く
『
戰
國
策
』
燕
策
二
に
見
え
る
「
韓

爲
謂
臣
曰
、『
人
吿
奉
陽
君
曰
、
使
齊
不
信
趙
者
、
蘇
子
也
。
…
…
者
、
蘇
子
也
。

…
…
者
、
蘇
子
也
。
…
…
者
、
又
蘇
子
也
。
請
吿
子
以
請
齊
。
果
以
守
趙
之
質
子
以

甲
、
吾
必
守
子
以
甲
。』
其
言
惡
矣
。」
の
如
き
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
「
吾

必
守
子
以
甲
」（
わ
れ
わ
れ
は
必
ず
あ
な
た
を
趙
の
武
裝
兵
を
つ
け
て
監
視
す
る
）

と
い
う
言
は
、『
戰
國
縱
橫
家
書
』
第
一
章
の
末
文
「
爲
予
趙
甲
、
因
在
粱
（
梁
）

者
。」（
趙
の
武
裝
兵
を
つ
け
て
監
視
さ
せ
て
い
る
の
は
、
梁
に
在
る
者
の
指
示
に
よ

る
。）
と
相
ま
っ
て
、
趙
に
お
け
る
蘇
秦
の
拘
留
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
16
）　

因
み
に
、
蘇
秦
は
齊
に
仕
え
る
こ
と
を
辭
し
て
燕
に
歸
り
（
第
四
章
「
臣
捧

（
拜
）
辭
事
」、「
齊
殺
張

（
魁
）、
臣
請
屬
事
辭
爲
臣
於
齊
」）、
燕
王
は
す
ぐ
に

攻
齊
を
取
り
止
め
、
謝
罪
の
た
め
襄
安
君
（
燕
昭
王
の
弟
か
）
を
人
質
と
し
て
齊

へ
派
遣
し
、「
事
に
便
に
」
す
る
（
第
四
章
「
王
怒
而
不
敢
强
、
…
…
王
使
襄
安
君

東
、
以
便
事
也
」、
第
六
章
「
足
下
雖
怒
於
齊
、
請
養
之
以
便
事
」）。
お
そ
ら
く
蘇

秦
は
そ
れ
に
同
行
し
て
燕
と
齊
の
國
交
を
修
復
す
る
（
第
四
章
「
王
使
慶
謂
臣
、
不

之
齊
危
國
。
臣
以
死
之
圍
、
治
齊
燕
之
交
」）。
な
お
、「
請
養
之
以
便
事
」
の
「
養
」

は
、
第
三
章
「
將
養
勺
（
趙
）
而
美
之
齊
乎
」、
第
十
七
章
「
古
之
爲
利
者
養
人
【
以

重
】」
に
も
見
え
る
が
、（
下
手
に
出
て
）
質
を
送
る
、
封
地
・
地
位
・
名
譽
を
贈
る

な
ど
し
て
、
機
嫌
を
取
っ
た
り
手
な
づ
け
た
り
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
第
十
一
章
に
は

「
先
爲
王
絕
秦
、
摯
（
質
）
子
、
宦
二
萬
甲
自
⻝
以
功
（
攻
）
宋
。」
と
あ
り
、
齊
に

對
し
て
燕
王
が
「
摯
（
質
）
子
」
を
行
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

④
、
及
び
平
勢
隆
郞
『
新
編�

史
記
東
周
年
表
』、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
九
五
年

に
よ
る
。
こ
の
秦
・
齊
が
西
帝
・
東
帝
を
稱
す
る
出
來
事
が
、
秦
昭
王
十
九
年
の
十

⺼
〜
十
二
⺼
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
基
點
は
、
藤
田
勝
久
氏
（「『
史
記
』
蘇
秦
・

張
儀
列
傳
の
史
料
的
考
察
―
戰
國
中
朞
の
合
縱
と
連
衡
―
」、『
愛
媛
大
學
敎
養
學
部

紀
要
』
第
二
五
號
、
一
九
九
二
年
）
が
言
う
と
お
り
、「
戰
國
紀
年
を
基
礎
と
し
て
、

戰
國
故
事
や
說
話
㊮
料
な
ど
を
配
列
す
る
と
い
う
編
集
方
法
は
、『
史
記
』
戰
國
列

傳
に
お
い
て
一
般
的
な
手
法
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
歷
史
的
信
賴
性
は
秦
紀
年
の
度

合
に
よ
る
」
の
で
あ
る
。

（
８
）　
「
從
巳
（
已
）」
を
「
從
（
ほ
し
い
ま
ま
）
な
る
の
み
」
と
訓
讀
す
る
の
は
「
大
西
・

大
櫛
書
」（
第
三
章
㊟
（
三
八
））
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
齊
が
趙

を
惡
む
こ
と
は
臣
（
蘇
秦
）
の
思
う
ま
ま
で
す
」
と
い
う
意
味
に
取
り
た
い
。
も
ち

ろ
ん
「
齊
趙
關
係
の
惡
化
は
思
惑
通
り
に
な
っ
て
い
ま
す
」
も
通
じ
る
。

（
９
）　

齊
の
曆
（
夏
正
、
正
⺼
が
年
始
）
で
は
歬
二
八
九
年
末
十
⺼
〜
十
二
⺼
、
秦
の
曆

（
顓
頊
曆
、
十
⺼
が
年
始
）
で
は
歬
二
八
八
年
初
十
⺼
〜
十
二
⺼
に
、
秦
相
魏
冉
が

自
ら
齊
に
赴
き
、
秦
が
西
帝
を
稱
し
、
齊
が
東
帝
を
稱
し
、
兩
帝
の
主
導
で
五
國
が

連
合
し
て
趙
を
亡
ぼ
し
、
五
國
で
趙
の
地
を
三
分
す
る
と
い
う
壯
大
な
策
略
を
提
案

す
る
。
こ
の
趙
の
亡
國
の
危
機
に
直
面
し
、
反
齊
派
で
蘇
秦
と
連
携
し
て
い
た
韓
徐

爲
ま
で
も
（
親
齊
派
の
）
奉
陽
君
と
共
に
、
蘇
秦
を
拘
留
し
た
の
が
、
こ
の
約
二
ヶ

⺼
の
朞
閒
で
あ
り
、
こ
の
拘
留
に
非
常
な
危
險
を
感
じ
た
蘇
秦
は
燕
王
に
助
け
を
求

め
て
第
一
か
ら
第
三
章
の
書
信
を
次
々
に
送
っ
た
の
で
あ
る
。

（
10
）　

例
え
ば
、
歬
半
は
齊
が
韓
・
梁
を
つ
て
に
秦
と
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
事
を
、
後
半

は
齊
が
楚
（
蘇
脩
在
齊
）
を
つ
て
に
秦
と
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
事
を
述
べ
て
い
る
。

（
11
）　

以
下
、
缼
字
を
筆
者
が
文
脉
の
み
か
ら
推
測
し
て
補
っ
た
場
合
、「（
筆
者
推
測
）」

と
表
示
す
る
。

（
12
）　

第
十
二
章
「
樹
寡
人
曰
、
齊
衟
楚
取
秦
、
蘇
脩
在
齊
矣
。」
の
記
述
が
、（
天
下
が

共
通
に
認
識
し
て
い
る
）
蘇
脩
の
役
割
（
齊�

楚
に
衟よ

り
て
秦
を
取
る
）
を
端
的
に
示




